
スポーツイベント・運動の実施判断等について 

 

 過去に例のない危険な暑さが想定されることから、次の情報などを参考にスポーツイベントや 

運動の実施については、熱中症対策の徹底及び慎重な判断をお願いいたします。 

 

●千葉県内の観測地点で暑さ指数※1の予測が「３１」を超える場合については、「富里市熱中症

警戒アラート」が発令されます※2。アラートが発令された日において、市内スポーツ施設の 

利用前に申し出があった場合、熱中症予防を理由とした実施日の振替または還付対応をいたし

ますので無理のない判断をお願いします※3。 

 

※1 人間の熱バランスに影響の大きい「気温」「湿度」「輻射熱（日差しの熱など）」の 3つを

取り入れた指標（WBGT） 

※2 前日の午後５時・当日の午前５時時点における千葉県内の暑さ指数予測が「３１」以上 

となる場合、当日の午前 9時に富里市熱中症警戒アラートが発令されます 

※3 午前９時前（アラート発令前）の施設利用許可についても利用前の申し出により遡り適用 

  （注：環境省熱中症予防サイトから千葉県内観測地点の暑さ指数予測を確認することが可能） 

令和 6年 10月２３日（水）までの期間（アラート発表期間に準ずる）において対応 

還付手続きについては、平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分までの間で対応 

 

◆富里市熱中症警戒アラートの発令状況の問合せ・利用中止の際の申出先 

富里社会体育館 0476-92-1597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆環境省熱中症予防サイト（千葉県内の観測地点：暑さ指数）  QR コードはこちら→ 

 

◆富里市防災・防犯メール（熱中症警戒アラートの発令）の登録 QR コードはこちら→ 

 


